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令和７年３月１１日 美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和７年３月１１日午後２時００分農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

  

 

     １番  佐々木 定 廣    １０番  深 沢   靖   

２番  継 田 竜 也    １１番  齋 藤 美由木 

３番  高 橋 広 樹    １２番  髙 橋 国 広 

４番  奥 山 秀 治    １３番   佐々木 竜 孝 

５番  小 西 嘉 之    １４番  加  藤 堅之助 

６番  深 田 秋 彦    １５番  髙 橋 秀 行 

  ７番  山 田 貞 子    １６番  細 井 千代文 

 ８番  髙 橋 孝 人    １７番  髙 橋 正 尚 

  

    

 

 

 

 

     本会委員出席者  １６名 

 

 

 

２．欠席委員は、次のとおり 

 

９番  髙 橋 一 平   

欠席者  １名 
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１．出席事務局職員 

 

局  長           佐々木 龍 悦 

庶務班長兼農地調整班長    髙 橋 絹 子 

農地調整班上席主査      髙  橋 章 浩 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １  議事録署名員の指名について 

第 ２  議案第７号   農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ３  議案第８号   農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画 

の決定について 

第 ４  議案第９号   農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積等促 

            進計画の策定について（要請） 

    第 ５  議案第１０号 引き続き農業経営を行っている旨の証明願いについて 

    第 ６  議案第１１号 地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）（案）に 

                対する意見について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午後３時０５分本委員会の閉会を告げた。 
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令和７年３月１１日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和７年３月１１日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午後２時００分 

  

４．閉     会     午後３時０５分 

 

５．議事録署名委員     ７番 山 田 貞 子 

８番 髙 橋 孝 人 

 

 

●議  長 それでは、ただ今から令和７年第３回農業委員会総会を開会いたします。た

だ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定により指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、７番、山田委員、８番、

髙橋委員を指名します。   

●議  長 次に、日程第２、議案第７号農地法第３条の規定による許可申請についてを

上程し議題とします。議案第７号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第７号、申請番号１６番から申請番号２０番までについて議案書を

もとに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

 申請番号１６番、千畑地区の田３筆、６，９８７㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は別の場所でまとまった農地を耕作することにな

ったため、耕作地から離れている申請地を売買するものです。売買価格は総

額○○○円です。 

続きまして、賃貸借権です。 

申請番号１７番、千畑地区の田８筆、２４，４４３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。農地中間管理事業の契約満了に伴い、今後は農地法

第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円です。期間は５

年間です。 

申請番号１８番、仙南地区の田１２筆、２６, ９９０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。農地中間管理事業の契約満了に伴い、今後は農地法

第３条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年

間です。 
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申請番号１９番、仙南地区の田２筆、２,４１５㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。農地中間管理事業の契約満了に伴い、今後は農地法第３

条で契約するものです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。 

申請番号２０番、千畑地区の田３筆、８，３６７㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人はこれまでも当該地を賃貸借しておりましたが、

受人が変更となったため、今回の契約となりました。賃借料は１０ａあたり

○○○円で、期間は１０年間です。 

 申請番号１６番から申請番号２０番までの申請内容につきましては、農地法

第３条第２項の各号には該当しておりませんので、許可要件を満たしている

ものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第７号について事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それではこれより審議を行います。 

申請番号１６番から申請番号２０番までについてですが、家族案件がありま

すので、まずは、申請番号１６番から申請番号１９番までについて質疑を行

います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１６番から申請番号１９番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１６番から申請番号１９番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号２０番についてですが、家族案件ですので、○○○の退席を

求めます。 

 

                         ○○○ 退席 午後２時０５分 

 

●議  長 それでは、申請番号２０番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２０番については原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２０番については原案のとおり決

しました。○○○の着席を求めます。 

 

                         ○○○ 着席 午後２時０５分 

 

●議  長 それでは日程第２、議案第７号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第３、議案第８号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定についてを上程し議題とします。議案第８号について事務局よ

り説明願います。 
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●庶務班長 【 議案第８号、申請番号１１番から申請番号２６番までについて議案書を

もとに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

      申請番号１１番、千畑地区の田５筆、５，０５７㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。申請地は渡人の自宅から離れており、耕作不便となっ

ていたため、近隣で耕作している受人へ売買するものです。売買価格は総額

○○○円で、引渡し時期は３月３１日を予定しております。受人の経営状況

につきましては、資料１ページのとおりです。受人は農機具一式を所有して

おります。 

 申請番号１２番、千畑地区の田２筆、７，３３１㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。合作地解消のため売買するものです。売買価格は１０

ａあたり○○○円で、引渡し時期は３月３１日を予定しております。受人の

経営状況につきましては、資料２ページのとおりです。受人は農機具一式を

所有しております。 

申請番号１３番、千畑地区の田１筆、６７９㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。合作地解消のため売買するものです。売買価格は１０ａあ

たり○○○円で、引渡し時期は３月３１日を予定しております。受人の経営

状況につきましては、資料３ページのとおりです。受人は農機具一式を所有

しております。 

 申請番号１４番、千畑地区の田４筆、１０，５９０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人は資金が必要になったため、近くで耕作してい

る受人へ売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円で、引渡し時

期は３月３１日を予定しております。受人の経営状況につきましては、資料

４ページのとおりです。受人は農機具一式を所有しております。 

申請番号１５番、千畑地区の田１筆、３，５９３㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は町外に居住していることや、合作地になってい

ることなどから農地を手放したく、近隣の農地所有者である受人へ売買する

ものです。 

所有権移転後は集積のため、○○○へ貸借します。 

受人は、所有する農地の大半を、自らが理事を務める農地所有適格法人に貸

借していることから、経営面積が２．１ha未満となっており、本来は基盤強

化法による売買はできませんが、基盤強化法附則第５条第１項、農地利用集

積計画に関する経過措置により、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

第２号ただし書きにより、農地所有適格法人の構成員が、その法人に利用権

の設定を行う目的で売買する場合は適用が認められているため、基盤強化法

による売買としたものです。売買価格は総額○○○円で、引渡し時期は３月

３１日を予定しております。受人の経営状況につきましては、資料５ページ

のとおりです。受人はトラクター、乾燥、籾摺りは所有、田植機、コンバイ

ンは委託しております。 

申請番号１６番、千畑地区の田１筆、２，１２８㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は後継者がいないため、農地を手放したく、現在
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耕作している受人へ売買するものです。売買価格は総額○○○円で、引渡し

時期は３月３１日を予定しております。受人の経営状況につきましては、資

料６ページのとおりです。受人はトラクター、田植機、コンバインは所有、   

乾燥、籾摺りは委託しております。 

申請番号１７番、千畑地区の田１筆、２，１１６㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。申請理由は申請番号１６番と同じで、渡人は後継者が

いないため、農地を手放したく、受人へ売買するものです。売買価格は総額

○○○円で、引渡し時期は３月３１日を予定しております。受人の経営状況

につきましては、資料７ページのとおりです。受人は農機具一式を所有して

おります。 

申請番号１８番、千畑地区の田７筆、３，２９３㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は町外に居住しており農地を手放したく、受人へ

譲渡するものです。渡人の希望により対価はありません。受人の経営状況に

つきましては、資料８ページのとおりです。受人は農機具一式を所有してお

ります。 

申請番号１９番、六郷地区の田８筆、畑１筆、計１４，３９９㎡、渡人は○

○○さん、受人は○○○さんです。渡人は高齢で後継者もいないため、現在

耕作している受人へ売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円で、

引渡し時期は３月３１日を予定しております。受人の経営状況につきまして

は、資料９ページのとおりです。受人は農機具一式を個人から借り上げして

おります。 

申請番号２０番、六郷地区の田３筆、５８．３１㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は農地を相続しましたが、県外在住のため農地を

手放したく、隣地を耕作している受人へ譲渡するものです。渡人の希望によ

り対価はありません。受人の経営状況につきましては、資料１０ページのと

おりです。受人は農機具一式を所有しております。 

申請番号２１番、六郷地区の田２筆、１，８３６㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は後継者が町外在住で、今後も農業に従事しない

ため、現在耕作している受人へ売買するものです。売買価格は１０ａあたり

○○○円で、引渡し時期は３月３１日を予定しております。受人の経営状況

につきましては、資料１１ページのとおりです。受人は農機具一式を所有し

ております。 

申請番号２２番、仙南地区の田１筆、６，３５９㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は資金が必要になったため、近隣を耕作している

受人へ売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円で、引渡し時期

は３月３１日を予定しております。受人の経営状況につきましては、資料１

２ページのとおりです。受人は農機具一式を所有しております。 

申請番号２３番、仙南地区の田４筆、畑１筆、計１８，９７９㎡、渡人は○

○○さん、受人は○○○さんです。渡人は町外に居住しており農地を手放し

たいため、近隣を耕作している受人へ売買するものです。売買価格は総額○

○○円で、引渡し時期は３月３１日を予定しております。受人の経営状況に
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つきましては、資料１３ページのとおりです。受人は農機具一式を所有して

おります。 

続きまして、貸借権の設定です。 

申請番号２４番、仙南地区の田５筆、１６，３５９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人は高齢により耕作が難しくなったため、隣地を

耕作している受人へ耕作をお願いするものです。賃借料は１０ａあたり○○

○円で、期間は５年間です。受人の経営状況につきましては、資料１４ペー

ジのとおりです。受人は農機具一式を所有しております。 

申請番号２５番、仙南地区の田２筆、４，３１７㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。申請地はこれまでも賃貸借しておりましたが、これま

で貸借していた方の耕作が難しくなったため、受人を変更するものです。 

賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は５年間です。受人の経営状況につ

きましては、申請番号２４番と同じです。 

申請番号２６番、仙南地区の田１筆、８１７㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。再設定です。賃借料は総額○○○円で、期間は５年間です。

受人の経営状況につきましては、資料１５ページのとおりです。受人は農機

具一式を所有しております。 

申請番号１１番から申請番号２６番までの案件につきましては、いずれも旧

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考え

られます。以上です。 

●議  長 議案第８号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

      申請番号１１番から申請番号２６番までについてですが、本人案件がありま

すので、まずは、申請番号１１番から申請番号１６番までについて、質疑を

行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１１番から申請番号１６番まで    

については原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１１番から申請番号１６番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号１７番について審議に入る前に、農業委員会等に関する法律

第３１条の規定により、私○番委員が退席をし、議長を交代いたします。 

 

                        ○番委員 退席 午後２時１９分 

 

 【 議長交代 】 

       

●議  長 それでは、申請番号１７番についてこれより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

【 「なし」との声あり 】 
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●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１７番については原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１７番については、原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時２０分 

 

●議  長 暫時休憩します。                  午後２時２０分 

 

 【 議長交代 】 

 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午後２時２１分 

 

●議  長 それでは、申請番号１８番から申請番号２６番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

１５番委員 確認ですけれども、申請番号２３番について約２町歩弱ですが、総額○○○

円で間違いないでしょうか。 

●庶務班長 １０ａあたりにしますと、○○○円ほどと非常に安価ですが、耕作条件が良

くないため、渡人の希望で、この金額でお願いしたいということでしたので、

金額に間違いはございません。 

事務局職員 若干補足説明させていただきます。○○○というところが３筆ありますけれ

ども、こちらは非常に耕作条件が悪いということでした。別の方が耕作され

ていましたが、その方は、耕作条件が悪いことと高齢であるため買わないと

いうことでした。残り２つは一般的な農地であり、受け手からも安すぎない

かという話が出ましたが、出し手の強い希望により、この金額となりました。 

１５番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございますか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１８番から申請番号２６番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１８番から申請番号２６番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第３、議案第８号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第４、議案第９号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積等促進計画の策定について（要請）についてを上程し議題とします。議案

第９号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第９号、申請番号１０５番から申請番号１５７番までについて議案

書をもとに朗読、説明 】 

      農地中間管理事業による貸借権の設定です。 
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   申請番号１０５番、千畑地区の田１筆、１，９５８㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

     以下２件の受人は、○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期

間は１０年間です。 

申請番号１０６番、千畑地区の田６筆、７，４２７㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号１０７番、千畑地区の田４筆、３，３４５.２㎡、渡人は○○○さん

です。 

以下２件の受人は、○○○さんです。 

賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１０８番、千畑地区の田３筆、９，５３０㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号１０９番、千畑地区の田２筆、３，６９７㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号１１０番、千畑地区の田１１筆、１８，８２１㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０

年間です。 

以下２件の受人は、○○○さんで、期間は１０年間です。 

申請番号１１１番、千畑地区の田１１筆、１５，４９１㎡、渡人は○○○さ

ん、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号１１２番、千畑地区の田６筆、１０，４０３㎡、渡人は○○○さん、

賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１１３番につきましては、渡人の方が議案発送後の３月６日にお亡

くなりになり、３月７日に死亡の届出がされました。今回は手続きが間に合

わないため申請を取り下げます。 

申請番号１１４番、千畑地区の田１筆、１，５７４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

以下５件の受人は、○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で期間

は１０年間です。 

申請番号１１５番、千畑地区の田６筆、８，６７０㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号１１６番、千畑地区の田２筆、５，４３４㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号１１７番、千畑地区の田１筆、７１８㎡、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１８番、千畑地区の田１筆、８４５㎡、渡人は○○○さんです。 

申請番号１１９番、千畑地区の田１筆、１，９１７㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号１２０番、千畑地区の田３筆、７，１５９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年１ 
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か月間です。 

申請番号１２１番、千畑地区の田１筆、３，４７７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号１２２番、千畑地区の田４筆、８，８３１㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号１２３番、千畑地区の田３１筆、３３，１０５㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は３年

８か月間です。 

以下２件の受人は、○○○さんです。 

申請番号１２４番、千畑地区の田２１筆、２２，９３１㎡、渡人は○○○さ

んです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１２５番、千畑地区の田１３筆、１２，８５０㎡、渡人は○○○さ

んです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は３年８か月間です。 

以下２件の受人は、○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期

間は１０年間です。 

申請番号１２６番、千畑地区の田１筆、７，６８５㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号１２７番、千畑地区の田２筆、２，０６５㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号１２８番、千畑地区の田３筆、７，７９０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は８年８か

月間です。 

申請番号１２９番、六郷地区の田１筆、１０，２３６㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は８年８か

月間です。 

申請番号１３０番、六郷地区の田６筆、６，５０８㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１３１番、六郷地区の田７筆、３，２１６.５６㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１３２番、六郷地区の田６筆、１２，０７９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１３３番、六郷地区の田１筆、５０㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は２０年８か月間

です。 

申請番号１３４番、六郷地区の田８筆、３，９１７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は２０年間

です。 

以下３件の受人は、○○○さんです。 

申請番号１３５番、六郷地区の田２０筆、１９，８３３㎡、渡人は○○○さ 
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んです。賃借料は総額○○○円で、期間は２０年間です。 

申請番号１３６番、六郷地区の田８筆、７，０９８㎡、渡人は○○○さんで

す。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は２０年間です。 

申請番号１３７番、六郷地区の田９筆、２２，８１４㎡、渡人は○○○さん

です。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 

以下２件の受人は、○○○さんで、期間は１０年間です。 

申請番号１３８番、仙南地区の田４筆、１４，５４８㎡、渡人は○○○さん

です。賃借料は総額○○○円です。 

申請番号１３９番、仙南地区の田３筆、１７，１４８㎡、渡人は○○○さん

です。賃借料は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１４０番、仙南地区の田３筆、９，０８０㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号１４１番、仙南地区の田１筆、７，３７８㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号１４２番、仙南地区の田１０筆、２３，３２９㎡、渡人は○○○さ

ん、受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０

年間です。 

申請番号１４３番、仙南地区の田６筆、３０，００９㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１５年間

です。 

申請番号１４４番、仙南地区の田１筆、２，４７７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

申請番号１４５番、仙南地区の田２筆、１６，３３７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

以下２件の受人は、○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期

間は１０年間です。 

申請番号１４６番、仙南地区の田２筆、４，５７２㎡、渡人は○○○さんで

す。 

申請番号１４７番、仙南地区の田１筆、２，３６１㎡、渡人は○○○さんで

す。 

以下４件の受人は、○○○さんです。 

申請番号１４８番、仙南地区の田６筆、８，４１９㎡、渡人は○○○さんで

す。賃借料は総額○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１４９番、仙南地区の田７筆、１４，９４２㎡、渡人は○○○さん

です。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 

以下２件は使用貸借権の設定です。 

申請番号１５０番、仙南地区の田２筆、１，９７１㎡、渡人は○○○さんで、 
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期間は１０年間です。 

申請番号１５１番、仙南地区の田１筆、１，６８９㎡、渡人は○○○さんで、

期間は６年１か月間です。 

以下２件の受人は、○○○さんで、期間は１０年間です。 

申請番号１５２番、仙南地区の田９筆、１４，３１３㎡、渡人は○○○さん

で、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号１５３番、仙南地区の田９筆、２０，２１１㎡、渡人は○○○さん

で、賃借料は総額○○○円です。 

申請番号１５４番、仙南地区の田２筆、８，５４８㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間

です。 

続きまして、貸借権移転です。 

契約期間は現在の契約の残存期間となります。 

申請番号１５５番、六郷地区の田１筆、６６４㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さん、所有者は○○○さんです。賃借料は総額○○○円です。 

農地を集積するため、権利移転するものです。 

申請番号１５６番、仙南地区の田１筆、７８２㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さん、所有者は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で

す。 

農地を集積するため、権利移転するものです。 

申請番号１５７番、仙南地区の田２筆、２，９６７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さん、所有者は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○

円です。 

農地を集積するため、権利移転するものです。 

申請番号１０５番から申請番号１５７番までの５３件につきましては、旧農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えら

れます。以上です。 

●議  長 議案第９号について事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

申請番号１０５番から申請番号１５７番までについてですが、本人案件があ

りますので、まずは、申請番号１０５番について質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１０５番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１０５番については原案のとおり

決しました。 

●議  長 次に、申請番号１０６番から申請番号１０７番までについてですが、本人案

件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、○番委員の

退席を求めます。 
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                        ○番委員 退席 午後２時３８分 

 

●議  長 それでは、申請番号１０６番から申請番号１０７番までについて質疑を行い

ます。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１０６番から申請番号１０７番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１０６から申請番号１０７番まで

については原案のとおり決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時３９分 

 

●議  長 次に、申請番号１０８番から申請番号１２２番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１０８番から申請番号１２２番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１０８番から申請番号１２２番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号１２３番についてですが、本人案件ですので、農業委員会等

に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午後２時４０分 

 

●議  長 それでは、申請番号１２３番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１２３番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１２３番については原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時４０分 

 

●議  長 次に、申請番号１２４番から申請番号１２５番までについてですが、本人案

件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、○番委員の

退席を求めます。 
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                        ○番委員 退席 午後２時４１分 

 

●議  長 それでは、申請番号１２４番から申請番号１２５番までについて質疑を行い

ます。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１２４番から申請番号１２５番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１２４番から申請番号１２５番ま

でについては原案のとおり決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時４１分 

 

●議  長 次に、申請番号１２６番から申請番号１４４番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

１３番委員 申請番号１４１番についてですが、○○○円という金額は高いと感じますの

で、経緯をお聞きいたします。 

●庶務班長 再設定の案件です。事務局でも確認しましたが、受け手の方が前の額のまま

で再設定するということでしたので、この金額となっております。 

１３番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございますか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１２６番から申請番号１４４番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１２６番から申請番号１４４番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号１４５番についてですが、本人案件ですので、農業委員会等

に関する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午後２時４３分 

 

●議  長 それでは、申請番号１４５番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１４５番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１４５番については原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時４３分 
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●議  長 次に、申請番号１４６番から申請番号１４７番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１４６番から申請番号１４７番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１４６番から申請番号１４７番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号１４８番から申請番号１５１番までについてですが、本人案

件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、○番委員の

退席を求めます。 

 

                        ○番委員 退席 午後２時４４分 

 

●議  長 それでは、申請番号１４８番から申請番号１５１番までについて質疑を行い

ます。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１４８番から申請番号１５１番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１４８番から申請番号１５１番ま

でについては原案のとおり決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時４５分 

 

●議  長 次に、申請番号１５２番から申請番号１５７番までについて質疑を行います。

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１５２番から申請番号１５７番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１５２番から申請番号１５７番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第４、議案第９号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第５、議案第１０号引き続き農業経営を行っている旨の証明願い

についてを上程し議題とします。議案第１０号について事務局より説明願い

ます。 

●庶務班長 【 議案第１０号について、議案書をもとに朗読、説明 】 

贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予の適用を受けている方は、３

年ごとに農業経営を行っている旨の証明をそれぞれ大曲税務署、秋田総合県
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税事務所に提出することになっております。贈与税の納税猶予の適用を受け

る者は、４８ページのとおり６名、不動産取得税の徴収猶予の適用を受ける

者は、４９ページのとおり１０名で、それぞれの方から証明願の申し出があ

りました。この中で備考にあります「特定貸付」については、平成２８年の

税制改正で農業経営基盤強化促進法に基づく貸付の場合は、農業経営は廃止

していないものとして税の猶予の適用が引き続き認められることから、申出

者として含めております。それぞれ確定申告書の写しを添付していただき、

農業を継続していることを確認しております。よって納税猶予、徴収猶予の

要件は満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第１０号について事務局より説明が終わりました。 

●議  長 この案件につきましては、各農業委員の意見が必要かと思いますので、各担

当農業委員の方々は何か問題があれば意見を述べていただき、質疑を行いま

す。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 それでは、議案第１０号については原案のとおり決することにご異議ござい

ませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号については原案のとおり許可

決定いたします。 

 

●議  長 暫時休憩します。                                    午後２時５０分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午後２時５０分 

 

●議  長 次に、日程第６、議案第１１号地域農業経営基盤強化促進計画（地域計画）

（案）に対する意見についてを上程し議題とします。議案第１１号について

事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第１１号について、議案書をもとに朗読 】 

農政課職員 それでは説明させていただきます。令和５年４月の農業経営基盤強化促進法

の改正により、これまでの人・農地プランが法定化され、地域での話し合い

により、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画や、農地一筆

ごとに将来の耕作者を特定した目標地図を、令和７年３月までに策定するこ

ととされ、町では昨年度から今年度までの２年間、その取り組みを進めてま

いりました。 

      これまで６地区でそれぞれ２回の協議の場を開催し、それに加え、農業者の

皆さんへのアンケートを実施し、それらの結果を踏まえまして地域計画の案

を作成いたしました。 

      本案は、地域計画の策定にあたり、農業経営基盤強化促進法第１９条第６項

の規定に基づき、農業委員の皆様の意見を求めるものでございます。 

      それでは、事前に内容をご確認いただいているものと思いますので、千屋地

区を参考に概要等を説明させていただきます。 

      議案資料１ページをご覧ください。 
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ページの中ほどに、農地の面積など地域計画の区域の状況を記載しておりま

す。 

下段の地域農業の現状や課題を記載しておりますが、千屋地区では、地域内

で耕畜連携に取り組んでおり、主食用以外の水稲や大豆以外に園芸作物とし

て、枝豆、トマト、ネギなどの美郷推進作物や、れんこんなどの美郷ブラン

ド作物に取り組んでいるといった現状をお伝えしております。 

      課題としましては、千屋地区に限らず６地区共通して、担い手不足により、

耕作放棄地の拡大が懸念されております。 

      ２ページをご覧ください。 

      一番上の（３）地域農業の将来の在り方ですが、先ほどの地域農業の現状や

課題を踏まえまして、今後どのような農業をしていくかということを記載し

ております。 

      その下の２、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標ですが、農地集

積・集約化の目標について記載しております。 

      一番下３に、２の農地集積・集約化の目標を達成するために必要な措置を記

載しております。 

      １ページ、２ページともに、２回の協議の場でご協議いただいた内容をもと

に記載しております。 

      次に３ページの４、地域内の農業を担う者一覧ですが、５ページ以降に一覧

を記載しておりますので、５ページをご覧ください。 

      こちらには、アンケートや協議の場での話し合いの結果をもとに、１０年後

も地域内の農地を耕作する方を記載しております。一覧の右から２列目の

「目標地図上の表示」で色付けをしておりますが、こちらについては、１９

ページ以降の目標地図と対応した色を表示しております。 

      畑屋地区以降についても、内容が重複しますので、以降の説明を割愛させて

いただきます。 

      なお、地域内の農業を担う者ですが、千屋地区４４０名、畑屋地区２３２名、

六郷地区２７３名、飯詰地区２３６名、金沢地区１３６名、金沢西根地区２

５２名となっております。説明は以上です。 

●議  長 議案第１１号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

議案第１１号について質疑を行います。質疑ございませんか。 

１３番委員 町の今後の方向性をお聞かせください。 

農政課職員 現在、国の事業がこの目標地図に位置付けられているかどうかが要件となっ

ており、補助事業を使う方については、この一覧に載るようにという手続き

をしております。県と町の事業については、今のところ要件やポイントとな

っておりませんので、今後の状況を注視したいと思っております。 

１３番委員 まだ、方向性が定まっていないということでしょうか。 

農政課職員 はい。そうです。 

１３番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 
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１７番委員 計画の見直しは、３年ごとや５年ごとなどになるのでしょうか。 

農政課職員 国の変更マニュアルによりますと、可能な限り年１回は見直しをすることと

なっております。見直しの仕方をどのようにするかは検討中です。方法や時

期を含めて、農業者・農業委員・関係機関の皆さんの負担にならないような

形にしたいと考えております。 

１７番委員 地域計画に、今後、農業委員会でどのように関わっていくのでしょうか。 

農政課職員 地域計画の一番の目的が、１０年後に耕作者がいない農地を誰が耕作するか 

      ということを決めるものですので、決まっていない農地については、引き続

き受け手を探すことが必要になります。その点についてご協力をお願いいた

します。地域計画の見直しは、集約とセットで考えていただければよいかと

思います。 

１７番委員 わかりました。 

 

●議  長 暫時休憩します。                                    午後２時５７分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午後３時０１分 

 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、議案第１１号についての意見の答申ですが、

原案のとおり妥当と意見決定してもよろしいでしょうか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、日程第６、議案第１１号については、妥当

との意見を附して答申いたします。 

 

●議  長 以上で会議案件はすべて終了いたしました。 

●議  長 これをもちまして、令和７年第３回農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

   会議終了 午後３時０５分 
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上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

   令和７年３月１１日 

 

 

               美郷町農業委員会会長  髙  橋  正  尚 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  山  田  貞  子 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  髙  橋  孝  人 

 

 


